
平
成

3
0
年

度
の

総
合

事
業

指
定

に
係

る
Q
＆

A

質
問

答
え

1
今

回
行

う
事

務
手

続
の

趣
旨

は
何

か
。

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

で
、

介
護

予
防

訪
問

介
護

及
び

介
護

予
防

通
所

介
護

の
有

効
期

限
が

満
了

と
な

り
ま

す
。

平
成

3
0
年

4
月

1
日

以
降

も
要

支
援

又
は

事
業

対
象

者
へ

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
た

め
に

必
要

な
指

定
手

続
と

な
り

ま
す

。

2
今

回
の

指
定

申
請

を
行

わ
な

か
っ

た
場

合
、

後
日

改
め

て
指

定
を

受
け

る
こ

と
は

で
き

る
の

か
。

改
め

て
指

定
を

受
け

る
こ

と
は

可
能

で
す

が
、

申
請

か
ら

指
定

ま
で

期
間

を
要

す
る

た
め

、
申

請
直

後
か

ら
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

行
う

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。

3
今

回
の

指
定

に
よ

っ
て

、
事

業
所

番
号

は
新

規
付

番
と

な
る

か
。

事
業

所
番

号
は

現
在

の
番

号
を

引
き

続
き

使
用

と
な

り
ま

す
。

平
成

2
9
年

4
月

1
日

以
降

に
地

域
密

着
型

通
所

介
護

と
介

護
予

防
通

所
介

護
の

指
定

を
一

体
的

に
受

け
て

い
る

事
業

所
は

、
地

域
密

着
型

通
所

介
護

の
事

業
所

番
号

の
継

続
利

用
と

な
り

ま
す

。

4
今

回
申

請
し

た
際

の
総

合
事

業
指

定
有

効
期

限
は

い
つ

ま
で

か
。

現
行

の
(
介

護
予

防
)
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

事
業

若
し

く
は

県
指

定
の

期
限

と
同

一
と

な
り

ま
す

。

質
問

答
え

5
定

款
へ

総
合

事
業

に
つ

い
て

の
内

容
を

記
載

す
る

場
合

の
文

言
に

決
ま

り
は

あ
る

か
。

定
款

に
記

載
す

る
総

合
事

業
の

文
言

に
つ

い
て

は
、

介
護

保
険

法
第

1
1
5
 
条

の
4
5
第

1
項

に
規

定
す

る
総

合
事

業
を

指
す

内
容

で
あ

れ
ば

特
に

指
定

は
し

ま
せ

ん
。

例
：

介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
 
な

ど

6
運

営
規

程
は

総
合

事
業

単
独

の
も

の
を

整
備

す
る

必
要

が
あ

る
か

。
運

営
規

程
は

、
内

容
が

網
羅

で
き

て
い

れ
ば

一
体

的
に

運
営

す
る

も
の

と
同

一
書

面
に

て
整

備
を

し
て

も
結

構
で

す
。

7
勤

務
形

態
一

覧
表

は
い

つ
時

点
の

も
の

を
提

出
す

れ
ば

よ
い

か
。

指
定

申
請

書
を

提
出

す
る

際
は

、
平

成
3
0
年

1
月

の
勤

務
形

態
一

覧
表

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

提
出

後
に

人
員

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
は

、
速

や
か

に
修

正
後

の
も

の
を

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。

指
定

関
係

指
定

関
係

指
定

関
係

指
定

関
係

申
請

書
類

関
係

申
請

書
類

関
係

申
請

書
類

関
係

申
請

書
類

関
係



8
資

格
を

証
す

る
も

の
の

写
し

は
、

全
員

分
の

添
付

が
必

要
か

。
既

に
居

宅
サ

ー
ビ

ス
の

変
更

届
等

で
提

出
し

て
い

る
も

の
に

つ
い

て
は

提
出

を
省

略
で

き
ま

す
。

9
資

格
を

証
す

る
も

の
の

写
し

は
、

個
人

の
持

つ
資

格
証

全
て

添
付

の
必

要
が

あ
る

か
。

資
格

を
証

す
る

も
の

の
写

し
は

、
従

事
す

る
職

種
に

必
要

な
も

の
の

み
で

結
構

で
す

。
例

え
ば

、
看

護
職

員
専

従
の

方
は

看
護

師
（

准
看

護
師

）
の

資
格

証
の

み
で

、
介

護
福

祉
士

の
資

格
を

持
っ

て
い

て
も

提
出

不
要

で
す

。

1
0

指
定

申
請

書
の

指
定

申
請

を
す

る
事

業
の

事
業

開
始

予
定

年
月

日
及

び
既

に
指

定
を

受
け

て
い

る
事

業
の

指
定

年
月

日
の

記
載

に
つ

い
て

開
始

予
定

年
月

日
の

み
平

成
3
0
年

4
月

1
日

と
し

て
く

だ
さ

い
。

既
に

指
定

を
受

け
て

い
る

事
業

の
指

定
年

月
日

に
つ

い
て

は
空

欄
で

結
構

で
す

。

1
1

介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
費

算
定

に
係

る
体

制
等

に
関

す
る

届
出

書
の

指
定

年
月

日
や

異
動

年
月

日
、

算
定

開
始

日
は

い
つ

に
す

れ
ば

よ
い

か
。

指
定

年
月

日
及

び
算

定
開

始
日

は
平

成
3
0
年

4
月

1
日

と
し

て
く

だ
さ

い
。

異
動

等
の

区
分

に
つ

い
て

は
新

規
と

し
て

く
だ

さ
い

。
異

動
年

月
日

に
つ

い
て

は
空

欄
で

結
構

で
す

。

1
2

運
営

規
程

や
重

要
事

項
説

明
書

、
契

約
書

に
つ

い
て

既
に

総
合

事
業

に
対

応
し

た
も

の
を

整
備

し
て

い
る

場
合

、
現

行
の

も
の

を
提

出
し

て
も

よ
い

か
。

既
に

総
合

事
業

の
内

容
の

も
の

を
整

備
し

て
い

れ
ば

、
そ

ち
ら

の
提

出
で

結
構

で
す

。

質
問

答
え

1
3

他
市

町
村

に
お

住
ま

い
の

利
用

者
に

つ
い

て
小

山
町

指
定

の
事

業
所

が
行

う
総

合
事

業
は

、
小

山
町

に
お

住
ま

い
の

方
し

か
原

則
利

用
で

き
ま

せ
ん

。

1
4

現
在

、
市

外
に

住
ん

で
い

る
利

用
者

が
い

る
。

平
成

3
0
年

4
月

1
日

以
降

も
継

続
し

て
利

用
し

た
い

場
合

は
ど

う
す

れ
ば

よ
い

か
。

市
外

の
方

が
平

成
3
0
年

4
月

1
日

以
降

も
継

続
し

て
利

用
す

る
た

め
に

は
、

事
業

所
か

ら
利

用
者

が
お

住
ま

い
の

市
町

村
に

対
し

て
、

別
途

指
定

申
請

を
行

う
必

要
が

あ
り

ま
す

。
手

続
き

内
容

に
つ

い
て

は
、

申
請

先
の

市
町

村
ま

で
お

問
い

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。

1
5

平
成

3
0
年

4
月

1
日

以
降

に
、

新
規

で
市

外
に

住
ん

で
い

る
人

の
利

用
は

可
能

か
。

市
外

に
お

住
ま

い
の

方
の

利
用

に
つ

い
て

は
、

現
住

所
地

で
の

指
定

が
必

要
と

な
る

た
め

、
利

用
希

望
が

あ
っ

た
段

階
で

必
ず

市
町

村
担

当
課

へ
ご

相
談

く
だ

さ
い

。

利
用

者
関

係
利

用
者

関
係

利
用

者
関

係
利

用
者

関
係


